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　7月21日、いまだ収束の

見通しが立たない新型コ

ロナウイルス感染症の支

援策として進めてきたキャッシュレス決済推

進事業の第３弾実施にかかる要請書を佐藤

副会頭が北上市長に手渡しました。

  第１弾、第２弾とも好調な利用で大きな経

済波及効果が見られ、冷え込んだ消費マイ

ンド回復の取組みとして地域経済の回復の

ために引き続き継続してほしいとの事業者

の声を伝えました。

  また、チャリティーゴルフコンペで参加者よ

り寄せられた募金を社会福祉に役立ててほ

しいと寄付しました。
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商工会議所議員の選挙日程が決定

　令和元年に選出された当所議員の任期（３年）が今年１０月末で満了となることに伴い、下記の要領により議

員選挙を行います。議員改選が円滑に行われますよう会員皆様のご協力をお願いいたします。

※立候補者が定数を超えなかった場合は無投票とな

り、直ちに無投票告示と当選者の告示を行います。

▶1号議員（50人）
　商工会議所の会員（但し、未成年者、所定の

会費を納入しないものを除く）であれば、どな

たでも立候補することができ、投票によって選

出されます。

▶2号議員（35人）
　会員が所属している部会から選任されます。

▶3号議員（15人）
　会頭が会員のうちから指名し、常議員会の同

意を得て選任されます。

　会員は、商工会議所の会費30口までは1口につき

1個、31口以上は5口増すごとに1個を加えた個数の

1号議員の選挙権を有します。（1会員最高50個）

　特定商工業者である会員は、さらに1個加算され

ます。会員以外の特定商工業者は、1号議員の選挙

権1個を有します。また、令和3年度以前からの会

員にあっては会費（特定商工業者である会員にあっ

ては負担金を含む。）を、会員以外の特定商工業者

にあっては負担金を完納している必要があります。

令和4年4月1日以降、新たに会員になった者や会員

以外の特定商工業者は、同様に会費、負担金を完納

している必要があります。未納の場合は選挙に関す

る一切の権利を失いますので、8月30日㈫までに納

入願います。

　投票にあたり、やむを得ない事由があるときは、

代理人を定め委任状による代理投票ができますが、

当所の所定用紙以外は無効となります。

議 員 構 成 選 挙 権

▶9月22日（木）
議員選挙告示、立候補受付開始

▶9月30日（金）
選挙人名簿縦覧告示

▶10月3日（月）
立候補届出締切、立候補届出告示

▶10月5日（水）
選挙人名簿縦覧（～7日㈮）

▶10月12日（水）
選挙人名簿確定

▶10月14日（金）
投　　　票（9時～16時）
開　　　票（16時30分～）
選挙委員会（18時～）

▶10月19日（水）
当選辞退締切、当選人確定告示

１号議員選挙日程

　現在の役員（会頭、副会頭、専務理事、常議員及

び監事）は１０月末日で任期満了となります。新役

員は議員改選後の臨時議員総会（１１月１日㈫）に

おいて選任されることとなります。改選の方法は、

北上商工会議所の定款の定めによります。

議員総会において、会員のうちから
選任する。（１人）

議員総会の同意を得て、会頭が会員
のうちから選任する。（３人）

議員総会の同意を得て、会頭が選任
する。（１人）

議員総会において、議員のうちから
選任する。（３２人）

議員総会において、会員のうちから
選任する。（３人）

商工会議所の役員も改選となります

会　　頭

副 会 頭

専務理事

常 議 員

監　　事

　当所前会頭の佐藤正昭氏（㈱佐藤組代表取

締役会長）が7月5日にご逝去されました。享年

75歳。

　佐藤氏は、昭和61年3月に当所常議員、平成

13年に副会頭、平成28年には会頭に就任さ

れ、令和3年11月に退任されるまで、35年間の

長きにわたり会議所運営に尽力され、地域の

発展に貢献されました。また、平成23年国土交

通大臣表彰、平成20年と平成25年には岩手県

知事表彰を受賞しております。

　ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈

り申し上げます。

訃　報
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㈱横川目電業㈱横川目電業
ヒトが笑えばカイシャも笑う
　　 露出度１２０％の横川目電業です。

のことなら、横川目電業に！！省エネ省エネ省エネ

北上市和賀町横川目12-37-8
TEL 0197-72-2718(代)　FAX 0197-72-2719
URL http://yokokawamedengyou.co.jp/

持続化補助金

創業支援塾　第2期

　小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）は小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向

けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

　9回目受付締切分提出期限：令和4年9月20日（火）

　※郵送の場合は、当日消印有効となります。　※10回目受付締切回以降については、未定です。

　応募方法： jGrantsによる電子申請／郵送による申請

開催日時

①株式会社等を設立する際の登録免許税が半額に！

②国の補助金等の申請の際に有利になる場合がある！

③小規模事業者持続化補助金の上限が200万円になる！（創業枠該当）

特定創業支援事業の
「創業支援塾」を修了すると

特典あり！

経営計画書の作成や申請について相談に応じますので当所経営支援課までご連絡ください。

公募要領や様式のダウンロードなど詳細についてはHPをご覧ください。

【お問い合わせ先】　北上市産業支援センター　担当：古川（コガワ）

TEL：0197-71-2181　　FAX：0197-67-3704　　Mail：kitakami.sangyoshien@gmail.com

WEB申込：https://forms.gle/TmHYtWCGxgLo8Sm6A

【お問い合わせ先】　

商工会議所地区　令和元年度補正予算・令和3年度補正予算　小規模事業者持続化補助金事務局

HP：https://r3.jizokukahojokin.info/　　　　　TEL：03-6632-1502　

受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00　　※土日祝日、年末年始の休業日は除く

第2期：令和4年10月1日（土）～10月29日（土）の毎週土曜日　計5回

講　　師 合同会社グローウィズ代表社員　インキュベーションマネージャー　齋藤　拓也　氏

対 象 者 北上市または西和賀町にて創業に興味ある方、創業したい方、創業間もない方、12名

会　　場 北上市産業支援センター（北上市相去町山田2番地18）

申込締切
9月29日（木）17：00まで
※定員に達した場合、期限前でも締め切ります。

インボイス枠
創業枠後継者支援枠卒業枠賃金引上げ枠

100万円200万円

2／32／3

50万円

補助率

補助上限

2／3

新陳代謝枠

特　別　枠

成長・分配強化枠通常枠類型

赤字事業者は
3／4（　　　　）
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【事例1】

〇「報酬総額11万円」で契約を行った。

〇取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが、請求段階で判明したため、下請事業者が提出
してきた請求書に記載された金額にかかわらず、消費税相当額の1万円の一部又は全部を支払わない
ことにした。

▶それ、下請法違反です！
発注者（買手）が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の
一部又は全部を支払わない行為は、下請法第4条第1項第3号で禁止されている「下請代金の減
額」として問題になります。

【事例2】

〇継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。

〇その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者
となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず 、 一方的に単価を据え置くこととした。

▶それ、下請法違反となるおそれがあります！
下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第4
条第1項第5号で禁止されている 「買いたたき」 として問題になるおそれがあります。

【事例3】

〇課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、 課税転換を求めた。
〇その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなければ今
後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当たっての
価格交渉にも応じなかった。

▶それ、独占禁止法上問題となるおそれがあります！
課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、課
税事業者にならなければ取引価格を引き下げる 、それにも応じなければ取引を打ち切る
などと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税事業者と
なるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様です。

インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方

課税事業者がインボイス発行事業者の登録を受

けることで、インボイスを発行できるようになりま

す。インボイスには消費税額等が記載されるため、

その転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。

事業者は請求書等の記載事項やシステムの改修

等への対応が必要となる場合があるところ、改正

電子帳簿保存法の活用を図るほか、デジタル化の

推進のための専門家派遣やITの導入支援などを行

います。

Q1

売上先が、以下のどちらかに該当する場合は、取引

への影響は生じないと考えられます。

①売上先が消費者又は免税事業者である場合

②売上先の事業者が簡易課税制度を適用してい

る場合

そのほか、消費税が非課税とされるサービス等を

提供している事業者に対して、そのサービス等の

ために必要な物品を販売している場合なども、取

引への影響は生じないと考えられます。

Q2

免税事業者の取引への影響に配慮して経過措置

が設けられており、インボイス制度の実施後6年間

は、仕入税額控除が可能とされています。なお、売

上先の意向で取引条件が見直される場合、その方

法や内容によっては、売上先は独占禁止法・下請

法・建設業法により問題となる可能性があります。

Q3

課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税

等が必要になりますが、課税売上高が5,000万円以

下の事業者は簡易課税制度を適用でき、 その場合

は仕入れの際にインボイスを受け取り、保存する

必要はありません。

Q4

簡易課税制度を適用している場合は、インボイス

を保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕

入先との関係では留意する 必要はありません。

簡易課税制度を適用していない場合も、取引への

影響に配慮して経過措置が設けられており、免税

事業者からの仕入れについても、制度実施後3年

間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を

仕入税額控除 が 可能 とされています 。

また、消費税の性質上、免税事業者も自らの仕入

れに係る消費税を負担しており、その分は免税事

業者の取引価格に織り込まれる必要があることに

も、ご留意ください。

Q5

簡易課税制度を適用している場合は、インボイス

を保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕

入先との関係では留意する 必要はありません。

また、簡易課税制度を適用していない場合は、取

引条件を設定するに当たり、相手がインボイス発

行事業者かを確認する必要があると考えられます。

免税事業者から仕入れを行う場合は、設定する取

引価格が免税事業者を前提としたものであること

を、互いに理解しておく必要もあると考えられま

す。

※令和4年1月19日付　令和4年3月8日改正　

　免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

　（財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国税庁）　資料より一部抜粋）

Q6

免税事業者であり続けた場合、必ず
取引に影響が生じるのですか？

売上先がＱ2のいずれにも当てはま
らない場合、免税事業者の取引には
どのような影響が生じますか？

インボイス制度が実施されて、何が
変わりますか？

免税事業者が課税事業者を選択し
た場合、何が必要になりますか？

課税事業者は、免税事業者からの仕
入れについて、どのようなことに留意
すればいいですか？

課税事業者が、新たな相手から仕入
れを行う場合、どのようなことに留意
すればいいですか？

インボイス（適格請求書）制度　
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は、仕入税額控除が可能とされています。なお、売

上先の意向で取引条件が見直される場合、その方

法や内容によっては、売上先は独占禁止法・下請

法・建設業法により問題となる可能性があります。

Q3

課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税

等が必要になりますが、課税売上高が5,000万円以

下の事業者は簡易課税制度を適用でき、 その場合

は仕入れの際にインボイスを受け取り、保存する

必要はありません。

Q4

簡易課税制度を適用している場合は、インボイス

を保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕

入先との関係では留意する 必要はありません。

簡易課税制度を適用していない場合も、取引への

影響に配慮して経過措置が設けられており、免税

事業者からの仕入れについても、制度実施後3年

間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を

仕入税額控除 が 可能 とされています 。

また、消費税の性質上、免税事業者も自らの仕入

れに係る消費税を負担しており、その分は免税事

業者の取引価格に織り込まれる必要があることに

も、ご留意ください。

Q5

簡易課税制度を適用している場合は、インボイス

を保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕

入先との関係では留意する 必要はありません。

また、簡易課税制度を適用していない場合は、取

引条件を設定するに当たり、相手がインボイス発

行事業者かを確認する必要があると考えられます。

免税事業者から仕入れを行う場合は、設定する取

引価格が免税事業者を前提としたものであること

を、互いに理解しておく必要もあると考えられま

す。

※令和4年1月19日付　令和4年3月8日改正　

　免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

　（財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国税庁）　資料より一部抜粋）

Q6

免税事業者であり続けた場合、必ず
取引に影響が生じるのですか？

売上先がＱ2のいずれにも当てはま
らない場合、免税事業者の取引には
どのような影響が生じますか？

インボイス制度が実施されて、何が
変わりますか？

免税事業者が課税事業者を選択し
た場合、何が必要になりますか？

課税事業者は、免税事業者からの仕
入れについて、どのようなことに留意
すればいいですか？

課税事業者が、新たな相手から仕入
れを行う場合、どのようなことに留意
すればいいですか？
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当会報は年間10回（4、9月を除く）、約
2,000事業所に届けられています。事
業所の活動やPR広告として是非ご活
用下さい。

掲載回数は1回、連続など様々なご要望にお答えしま
す。お問合せは下記までどうぞ。

広告掲載事業所募集中！！広告掲載事業所募集中！！

1マス3,960円（税込） 

お問い合わせ

総務課

☎0197-65-4211

　青年部（平野良会長）は6月15日、ザ・ジャポナイズリ

サージュで学校法人双葉学園理事長今西界雄氏を講

師に自己交流分析TA講座を開催し、会員・OB39名が

参加しました。

　TAとは「自分と他者を分析し、理解するための理

論。交流分析」。講義を通じて、自分の知らない特徴に

気づくことができ、自社従業員などにも実行してみるこ

とで、自分が今備えている能力や価値観に気づきを与

えるよい機会となりました。

　女性会（藤田澄子会長）は

6月22日、恒例の「花いっぱい

運動」を実施しました。

　環境美化運動の一環とし

て毎年取り組んでいるもの

で、商工会館前で行われた

活動には11名が参加。プラン

ターへサルビア・ブルーサルビア・マリーゴールドの花

苗225株を植え玄関前と屋外掲示板へ設置したほか、

駐車場周辺の環境整備を行いました。

ＴＡ講座 「花いっぱい運動」を実施

○日本商工会議所　退任表彰

○東北六県商工会議所連合会表彰　特別功績 　　　前会頭　佐藤　正昭

○岩手県商工会議所連合会会長表彰　特別表彰

○東北六県商工会議所連合会表彰

○岩手県商工会議所連合会会長表彰

　議　員　菅野　良康

　常議員　八重樫博之　　常議員　髙橋　伸夫

　議　員　牛﨑　利英　　議　員　高橋　穏至　　議　員　小田島秀一

　議　員　髙橋　一是

役員議員・職員表彰

役員議員表彰

勤続30年以上

勤続20年以上

勤続10年以上

○東北六県商工会議所連合会表彰

○岩手県商工会議所連合会会長表彰

　経営支援課　課長補佐　石山　貴子

職員表彰

勤続30年以上

青年部 女性会
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ありふれた食材の
新たな可能性に注目

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
　日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。
1986年筑波大学大学院理工学研究科
修士課程修了。同年日本経済新聞社
入社。IT分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全
国の自治体・商工会議所などで地域
活性化や名産品開発のコンサルティン
グ、講演を実施。消費者起点をテーマ

にヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒットを
生む　逆算発想のものづくり』（日経BP社）。

　先日、滋賀県の近江八幡市を訪ねてきました。

琵琶湖南岸に位置し、「三方よし」で知られる近江

商人のふるさとであり、織田信長が築いた安土城

もあります。食べ物としては「近江牛」や「近江ちゃ

んぽん」が有名ですが、最近、徐々に知られるよう

になった地元のソウルフードに「赤こんにゃく」が

あります。

　その名の通り、赤いこんにゃくで、こんにゃくを

三二酸化鉄（俗称：べんがら）という食品添加物で

赤く染めたこんにゃくです。その由来は、「派手好

きの信長が好んだから」など諸説あります。地元の

スーパーでは普通に売られているものですが、外

からの目にはとても珍しく映りました。聞けば、こ

れをごま油と塩だれを合わせて、まるでレバ刺し

のように食べる商品も販売されているそうです。

　厚生労働省の調査によると、国内の20～40代

の女性の多くが鉄分不足の状態です。日常の食

事の中で十分に鉄分を摂取するのはなかなか難

しいようです。赤こんにゃくは、日常的に食べられ

る食材の中では鉄分の含有量は目立って多いで

す。カロリーが少なく食物繊維も多いため、健康

機能性の面からもっと注目されてよい食品なの

に、まだそうなっていないのにはさまざまな理由

があると考えられます。一つはサイズやパッケー

ジ形状などが、健康志向で鉄分補給を求めてい

る女性の生活シーンとニーズに合致した商品と

してつくり込まれていないこと。次に、健康機能重

視のニーズがあるユーザーに、商品の情報が十

分に届く方策が整備されていないこと。調理法の

情報提供や、機能性の検証といったことも必要で

しょう。

　日常的に消費される食品の健康機能性に注目

して、ターゲットや消費シーンを変えてヒットした

事例に、「アサヒコ」の「豆腐バー」があります。豆

腐はもともと低カロリーで高タンパクの食品で

す。この特徴を打ち出して、食べ応えを出すため

にあえて硬くし、フィットネスクラブやジムなどで

食器や調味料がなくても食べられるように、形状

や味付けを工夫しました。豆腐バーは発売から1

年でコンビニを中心に1000万本を売るヒット商

品となりました。

　かまぼこなどの練り物も低カロリー・高タンパ

クです。神奈川県小田原市の老舗「鈴廣」は、サッ

カー日本代表の長友佑都選手とコラボレーション

して、健康志向が強く、体を鍛える人向けに新た

な商品コンセプトを提案し始めています。

　日本の伝統的な食習慣には、発酵食品や魚由

来のオメガ3脂肪酸など最近の健康食のトレンド

を先取りしているようなものがたくさんあります。

すでに定着している食材や食品を別のターゲッ

トや消費シーンに向けて応用できる可能性はい

ろいろあると思います。その際には、現時点から

の発想ではなく、「上流のものづくり」と「下流の売

り方・伝え方」を逆算してブラッシュアップしていく

と、新しい時代に合った伝統食品の新しいヒット

が生まれる可能性は高いでしょう。

なになに？ どうしたの？ 気になるハナシを岩手から

https : / /najotta-news.com
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８月・９月・１０月の定例相談

※相談は事前の予約が必要で
す。あらかじめ電話でのご予
約をお願いいたします。

経営支援課 
　　　　☎６５-４２１１

「岩手県事業承継・引継ぎ支援センター」
定期移動相談会

日　時／８月２日㈫、１０月４日㈫
　　　　１１：００～１５：００
場　所／北上商工会館　　　　
相談料／無 料（お問合わせ、申込は当所まで）

働き方改革個別相談

日本政策金融公庫盛岡支店（国民生活事業）岩手県信用保証協会

８月

９月

１０月

時 間

３日㈬・１０日㈬・１７日㈬

７日㈬・１４日㈬・２１日㈬

５日㈬・１２日㈬・１９日㈬

１０：００～１６：００

１７日㈬

２１日㈬

１９日㈬

１３：００～１５：００

日　時／８月２３日㈫、９月２７日㈫

　　　　１０：００～１６：００

　　　　（正午から１３時までの休憩時間を除く）

場　所／北上商工会館

相談料／原則３回まで無料（事前申込必要）　　　

会会員員紹紹介介

　「ママの元気とキレイを応援する」をモットーに

2021年8月に開院したふじおか鍼灸整骨院。急性の痛

みに対応する保険診療のほか、慢性的な症状をケアす

る自費診療にも力を入れ、ママはもちろん仕事、家事、

スポーツなどを頑張る人たちに頼りにされている。

　院長で柔道整復師の藤岡洸さんは盛岡市出身。同

市の専門学校を卒業後、北上市内の整骨院勤務を経

て、鍼灸師の妻・愛樹さんと共に独立開業した。「ママ

に喜ばれる院づくり」を掲げたのは自身も子育て中で

あることと、「働きながら育ててくれた母親の大変さを

見てきた」（院長）から。院内には広めのキッズスペー

スを確保。子どもと一緒に産後の骨盤矯正に通うママ

たちからは、「安心して通えて心のリフレッシュにも

なっている」と喜びの声が寄せられている。

　施術ではハイボルト療法と呼ばれる電気治療器も

ふじおか鍼灸整骨院
ママの元気とキレイを応援

使う。「つらそうな姿で来た人が、笑顔で帰っていくの

が何よりのやりがい」。原因が分かれば、弱っている筋

肉、使えていない筋肉を強化するための治療計画を提

案。痛みや不調を繰り返さない体づくりをサポートす

る。

　「将来は女性スタッフを増やし、後進を育成すること

で地域に貢献できれば」と女性が働きやすい職場づく

りも進めていくつもり。開院1周年を迎え、「これからも

技術を磨き、勉強を続けていきたい」と話している。
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北上市中野町3丁目1－22
TEL　　0197－62－5917
営業時間　9時～12時（土曜は～14時）、
　　　　14時～18時30分
定休日　日曜・祝日・木曜午後・土曜午後
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メルマガ登録

募集中

北上商工会議所 TEL 0197-65-4211　　FAX 0197-64-2656
〒024-0031　北上市青柳町二丁目１番８号

https://www.kitakamicci.jp/

北上商工会議所Webサイト

北上商工会議所

Facebook Twitter
補助金・助成金制度
の紹介、セミナー等
のお知らせ、地域情
報など更新しており
ます。


